
報 第 １ ３ 号  

 

専 決 処 分 報 告 に つ い て  

（ 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ）     

 

 本 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て 、 別 紙 の と お り 専

決 処 分 し た の で 、 報 告 す る 。  

  令 和 ７ 年 （ ２ ０ ２ ５ 年 ） ５ 月 ２ １ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     
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専 第 １ ２ 号  

 

税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

本 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と す

る 。  

以 上 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 専 決 処 分 す る 。  

令 和 ７ 年 （ ２ ０ ２ ５ 年 ） ３ 月 ３ １ 日  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 （ 昭 和 ３ ５ 年 条 例 第 １ ０ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

 第 ２ ５ 条 の ２ 第 ８ 項 中 「 第 ２ 条 第 １ ５ 項 」 を 「 第 ２ 条 第 １ ６ 項 」 に

改 め る 。  

第 ５ １ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 中 「 同 条 第 １ ５ 項 」 を 「 同 条 第 １ ６ 項 」

に 改 め る 。  

第 ７ ０ 条 第 １ 号 ア 中 「 エ 」 を 「 ウ 及 び オ 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 「 又 は 」  

を 「 （ ウ に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 又 は 」 に 改 め 、 同 号 エ を 同 号 オ と し 、  

同 号 ウ 中 「 又 は 」 を 「 （ ウ に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 又 は 」 に 改 め 、 同

号 中 ウ を エ と し 、 イ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

ウ  ２ 輪 の も の で 、 総 排 気 量 が ０ ． １ ２ ５ リ ッ ト ル 以 下 か つ 最 高

出 力 が ４ ． ０ キ ロ ワ ッ ト 以 下 の も の  年 額  ２ ， ０ ０ ０ 円  

第 ７ ８ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 中 「 第 ２ 条 第 １ ５ 項 」 を 「 第 ２ 条 第 １ ６ 項 」

に 改 め 、 同 項 第 ５ 号 中 「 定 格 出 力 」 の 次 に 「 （ 第 ７ ０ 条 第 １ 号 ウ に 掲

げ る 原 動 機 付 自 転 車 に あ っ て は 、 原 動 機 の 総 排 気 量 及 び 最 高 出 力 ） 」

を 加 え る 。  
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第 ７ ９ 条 第 ２ 項 中 「 身 体 障 害 者 又 は 」 を 「 身 体 障 害 者 若 し く は 」 に 、  

「 を 提 示 」 を 「 又 は こ れ ら の 者 の 特 定 免 許 情 報 （ 同 法 第 ９ ５ 条 の ２ 第

２ 項 に 規 定 す る 特 定 免 許 情 報 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） が 記 録 さ

れ た 免 許 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド （ 同 法 第 ９ ５ 条 の ２ 第 ４ 項 に 規 定 す  

る 免 許 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） を 提 示 」  

に 改 め 、 同 項 第 ５ 号 中 「 の 番 号 、 交 付 年 月 日 及 び 」 を 「 又 は 道 路 交 通

法 第 ９ ５ 条 の ２ 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 免 許 情 報 記 録 （ 以 下 こ の 号 に

お い て 「 免 許 情 報 記 録 」 と い う 。 ） の 番 号 、 運 転 免 許 の 年 月 日 、 運 転

免 許 証 又 は 免 許 情 報 記 録 の 」 に 改 め 、 同 条 中 第 ５ 項 を 第 ６ 項 と し 、 第

４ 項 を 第 ５ 項 と し 、 第 ３ 項 を 第 ４ 項 と し 、 第 ２ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加

え る 。  

３  前 項 の 場 合 に お い て 、 免 許 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド を 提 示 し た と

き は 、 当 該 免 許 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド に 記 録 さ れ た 特 定 免 許 情 報

を 確 認 す る た め に 必 要 な 措 置 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

第 １ ２ ６ 条 の ３ 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 第 ２ 条 第 １ ５ 項 」 を 「 第 ２ 条 第 １

６ 項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 ９ 条 の ２ 第 ２ ２ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ７ 項 」 を 「 附 則 第 １

５ 条 第 ３ ６ 項 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ ３ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ８ 項 」 を

「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ７ 項 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ ４ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第

４ ２ 項 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ４ １ 項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 ９ 条 の ３ 中 第 １ ５ 項 を 第 １ ６ 項 と し 、 第 １ ４ 項 を 第 １ ５ 項 と

し 、 第 １ ３ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

１ ４  市 長 は 、 法 附 則 第 １ ５ 条 の ９ の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 マ ン シ

ョ ン に 係 る 区 分 所 有 に 係 る 家 屋 に つ い て は 、 前 項 の 申 告 書 の 提 出 が

な か っ た 場 合 に お い て も 、 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 １ ２ 年 法 律 第 １ ４ ９ 号 ） 第 ５ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る

管 理 組 合 の 管 理 者 等 か ら 法 附 則 第 １ ５ 条 の ９ の ３ 第 ２ 項 に 規 定 す る

期 間 内 に 法 施 行 規 則 附 則 第 ７ 条 第 １ ７ 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 の 提 出 が

さ れ 、 か つ 、 当 該 特 定 マ ン シ ョ ン が 法 附 則 第 １ ５ 条 の ９ の ３ 第 １ 項

に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る と 認 め ら れ る と き は 、 前 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 同 条 第 １ 項 の 規 定 を 適 用 す る こ と が で き る 。  

   附  則  
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 （ 施 行 期 日 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 固 定 資 産 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」  

と い う 。 ） の 規 定 中 固 定 資 産 税 に 関 す る 部 分 は 、 令 和 ７ 年 度 以 後 の

年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 ６ 年 度 分 ま で の 固 定 資 産

税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

（ 軽 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ３ 条  新 条 例 第 ７ ０ 条 （ 第 １ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 令

和 ７ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て 適 用 し 、 令 和

６ 年 度 分 ま で の 軽 自 動 車 税 の 種 別 割 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。  
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年
額
 
2,
00
0円

 

ウ
 
２
輪
の
も
の
で
、
総
排
気
量
が
0.
12
5リ

ッ
ト
ル
以
下
か
つ
最
高
出
力
が
4.
0キ

ロ
ワ
ッ
ト
以

下
の
も
の
 
年
額
 
2,
00
0円

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

エ
 
２
輪
の
も
の
で
、
総
排
気
量
が
0.
09
0リ

ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の
（
ウ
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）
又
は
定
格
出
力
が
0.
80
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
 
年
額
 
2,
40
0円

 

ウ
 
２
輪
の
も
の
で
、
総
排
気
量
が
0.
09
0リ

ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
定
格
出
力
が
0.
80
キ

ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
 
年
額
 
2,
40
0円

 

オ
 
（
略
）
 

エ
 
（
略
）
 

(２
)・

(３
) 

（
略
）
 

 

(２
)・

(３
) 

（
略
）
 

 

（
種
別
割
の
減
免
）
 

（
種
別
割
の
減
免
）
 

第
78
条
 
（
略
）
 

第
78
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
前
７
日
ま
で
に
、
当

該
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
税
額
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と
す
る
事
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
、
こ
れ
を
市
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
前
７
日
ま
で
に
、
当

該
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
税
額
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と
す
る
事
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
、
こ
れ
を
市
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
の
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
の
所
在
地
、
氏
名
又
は
名

称
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
法
第
２
条
第
16
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
又
は
事
務
所

若
し
く
は
事
業
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称
）
 

(２
) 

軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
の
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
の
所
在
地
、
氏
名
又
は
名

称
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
法
第
２
条
第
15
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
又
は
事
務
所

若
し
く
は
事
業
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称
）
 

(３
)・

(４
) 

（
略
）
 

(３
)・

(４
) 

（
略
）
 

(５
) 

原
動
機
の
総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
（
第
70
条
第
１
号
ウ
に
掲
げ
る
原
動
機
付
自
転
車
に
あ

っ
て
は
、
原
動
機
の
総
排
気
量
及
び
最
高
出
力
）
 

(５
) 

原
動
機
の
総
排
気
量
又
は
定
格
出
力
 

(６
)～

(８
) 

（
略
）
 

(６
)～

(８
) 

（
略
）
 

３
・
４
 
（
略
）
 

 

３
・
４
 
（
略
）
 

 

（
身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
種
別
割
の
減
免
）
 

（
身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
種
別
割
の
減
免
）
 

第
79
条
 
（
略
）
 

第
79
条
 
（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

２
 
前
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
前
７
日
ま
で

に
、
市
長
に
対
し
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
28
3号

）
第
15
条
の
規
定
に
よ
り

交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
38
年
法
律
第
16
8号

）
第
４
条
の

規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な

い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
戦
傷
病
者
手
帳
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
と

い
う
。
）
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手
帳
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
療
育
手
帳
」
と
い
う
。
）
又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
25

年
法
律
第
12
3号

）
第
45
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
」
と
い
う
。
）
及
び
道
路
交
通
法
（
昭
和
35
年
法
律
第

10
5号

）
第
92
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一

に
す
る
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等
（
身
体
障
害
者
等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
者
に
限
る
。
）

を
常
時
介
護
す
る
者
の
運
転
免
許
証
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
転
免
許
証
」
と
い
う
。
）
又
は

こ
れ
ら
の
者
の
特
定
免
許
情
報
（
同
法
第
95
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
免
許
情
報
を
い
う
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
記
録
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
同
法
第
95
条
の
２
第

４
項
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
示
す

る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と
す
る
理
由
を
証
明

す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
っ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
前
７
日
ま
で

に
、
市
長
に
対
し
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
28
3号

）
第
15
条
の
規
定
に
よ
り

交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
38
年
法
律
第
16
8号

）
第
４
条
の

規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な

い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
戦
傷
病
者
手
帳
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
と

い
う
。
）
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手
帳
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
療
育
手
帳
」
と
い
う
。
）
又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
25

年
法
律
第
12
3号

）
第
45
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
」
と
い
う
。
）
及
び
道
路
交
通
法
（
昭
和
35
年
法
律
第

10
5号

）
第
92
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
又
は
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す

る
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等
（
身
体
障
害
者
等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
者
に
限
る
。
）
を
常

時
介
護
す
る
者
の
運
転
免
許
証
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
転
免
許
証
」
と
い
う
。
）
を
提
示
す

る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と
す
る
理
由
を
証
明

す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(４
) 

（
略
）
 

(１
)～

(４
) 

（
略
）
 

(５
) 

運
転
免
許
証
又
は
道
路
交
通
法
第
95
条
の
２
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
免
許
情
報
記
録
」
と
い
う
。
）
の
番
号
、
運
転
免
許
の
年
月
日
、
運

転
免
許
証
又
は
免
許
情
報
記
録
の
有
効
期
限
並
び
に
運
転
免
許
の
種
類
及
び
条
件
が
付
さ
れ
て
い

る
場
合
に
は
そ
の
条
件
 

(５
) 

運
転
免
許
証
の
番
号
、
交
付
年
月
日
及
び
有
効
期
限
並
び
に
運
転
免
許
の
種
類
及
び
条
件
が

付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
条
件
 

(６
) 

（
略
）
 

(６
) 

（
略
）
 

３
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
し
た
と
き
は
、
当
該
免
許
情

報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
記
録
さ
れ
た
特
定
免
許
情
報
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

４
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

５
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

６
 
（
略
）
 

 

５
 
（
略
）
 

 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
減
免
）
 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
減
免
）
 

第
12
6条

の
３
 
（
略
）
 

第
12
6条

の
３
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
土
地
保
有
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
前
７
日
ま
で

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
土
地
保
有
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
前
７
日
ま
で
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改
正
後
 

改
正
前
 

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
そ
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由
を
証
明
す
る
書

類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
、
当
該
者
が
所
有
し
、
又

は
取
得
す
る
土
地
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
特
別
土

地
保
有
税
を
減
免
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
そ
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由
を
証
明
す
る
書

類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
、
当
該
者
が
所
有
し
、
又

は
取
得
す
る
土
地
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
特
別
土

地
保
有
税
を
減
免
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(１
) 

納
税
義
務
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
16
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
及
び
氏

名
又
は
名
称
）
 

(１
) 

納
税
義
務
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
15
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
及
び
氏

名
又
は
名
称
）
 

(２
)・

(３
) 

（
略
）
 

(２
)・

(３
) 

（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

 

３
 
（
略
）
 

 

附
 
則
 

 

附
 
則
 

 

（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
９
条
の
２
 
（
略
）
 

第
９
条
の
２
 
（
略
）
 

２
～
21
 
（
略
）
 

２
～
21
 
（
略
）
 

22
 
法
附
則
第
15
条
第
36
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

22
 
法
附
則
第
15
条
第
37
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

23
 
法
附
則
第
15
条
第
37
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

23
 
法
附
則
第
15
条
第
38
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

24
 
法
附
則
第
15
条
第
41
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
 

24
 
法
附
則
第
15
条
第
42
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
 

25
・
26
 
（
略
）
 

 

25
・
26
 
（
略
）
 

 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ
き
申

告
）
 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
す
べ
き
申

告
）
 

第
９
条
の
３
 
（
略
）
 

第
９
条
の
３
 
（
略
）
 

２
～
13
 
（
略
）
 

２
～
13
 
（
略
）
 

14
 
市
長
は
、
法
附
則
第
15
条
の
９
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
区
分
所
有
に

係
る
家
屋
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
申
告
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の

管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
12
年
法
律
第
14
9号

）
第
５
条
の
２
第
１
項
に
規
定

す
る
管
理
組
合
の
管
理
者
等
か
ら
法
附
則
第
15
条
の
９
の
３
第
２
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
法
施
行

規
則
附
則
第
７
条
第
17
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
が
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
が

法
附
則
第
15
条
の
９
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
１
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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15
 
（
略
）
 

14
 
（
略
）
 

10



 

 

改
正
後
 

改
正
前
 

16
 
（
略
）
 

 

15
 
（
略
）
 

 

 

11


